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議会改革推進特別委員会会議録 

  

平成25年４月10日（水曜日） 午前10時00分 

──────────────────── 

協議案件 

（1）各部会の調査・検討経過及び結果の報告について 

（2）議会報告会の試行開催について 

 ──────────────────── 

出席委員（23名） 

・桑 田 鉄 男 委員長 ・小野寺 勝 也 副委員長 

・梶 谷 武 由 委 員 ・下川原 光 昭 委 員 

・藤 島 文 男 委 員 ・上 山 昭 彦 委 員 

・泉 川 博 明 委 員 ・木ノ下 祐 治 委 員 

・畑 中 勇 吉 委 員 ・砂 川 利 男 委 員 

・山 口 健 一 委 員 ・澤 里 富 雄 委 員 

・中 平 浩 志 委 員 ・小 栁 正 人 委 員 

・堀 崎 松 男 委 員 ・小 倉 建 一 委 員 

・城 内 仲 悦 委 員 ・下 舘 祥 二 委 員 

・中 塚 佳 男 委 員 ・髙屋敷 英 則 委 員 

・宮 澤 憲 司 委 員 ・大 沢 俊 光 委 員 

・濱 欠 明 宏 委 員 

欠席委員 

  なし 

その他出席議員 

 ・八重櫻 友 夫 議 長 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 一 田 昭 彦 事 務 局 次 長 嵯 峨 一 郎 
庶務グループ 
総 括 主 査 高 畑 伸 一 

議事グループ 
総 括 主 査 田 髙   慎 

主 任 長 内 紳 悟 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時00分  開会 

○委員長（桑田鉄男君） ただいまから第４回議会改

革推進特別委員会を開会いたします。出席委員は全員

であります。 

次第に入る前に事務局から人事異動にかかわって

の発言を求められておりますので、これを許したいと

思います。 

○事務局長（一田昭彦君） それでは４月１日付けの

定期人事異動がございまして、事務局のほうでも二人

が異動になります。大森次長が会計管理者へ、そして

五日市総括主査が収納対策課長に転出なりました。そ

して、事務局のほうには嵯峨一郎次長が久慈広域連合

の衛生課長から、総務部の人事グループから髙畑伸一

君が総括主査のほうに昇格いたしまして転任してま

いりましたのでご紹介したいと思います。 

嵯峨一郎次長でございます。髙畑伸一総括主査でご

ざいます。本年度もこの体制で頑張りたいと思います

のでよろしくお願いします。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） それでは次第により進めさ

せていただきたいと思います。 

協議事項（1）「各部会の調査・検討経過及び結果

の報告について」であります。 

この際、お諮りをいたします。報告に対する質疑に

ついては、各部会ごとに行いたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） ご異議なしと認めます。よ

ってそのように決定いたします。 

それでは、議会基本条例に関する事項及びその他議

会改革に関する事項について、条例策定専門部会長の

報告を求めます。澤里部会長。 

○条例策定専門部会長（澤里富雄君） 条例部会です

けれども、これまで都合４回、２月・３月にわたって

４回部会を開催しております。この２月・３月は先進

５自治体の議会基本条例の比較研究等を中心にやっ

たところであります。全般にわたっての比較検討とい

うことで予備知識をまずつけましょうということで

やってきたところでございます。 

早速４月から大きく６つに分けまして、条例の策定

作業に入るということで、条例策定専門部会は非常に

範囲が広いものですから、１か月に２回ないし３回は

やらなければ消化できないのではないのかなと予想

しております。そういう形で４月から９月まで項目を

６つに分けまして、条例策定に取り掛かっていきたい

と思っております。 

この間に講師の派遣による研修、あるいは先進地視

察研修等を予定しているところでございます。さらに

条例部会ですけれども、ここの進め方の中には広報部
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会あるいは定数部会との合同協議も必要になってく

るのではないかなということを考えております。その

節はそれぞれの部会とも協議しながら進めたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それから後半のほうですけれども、住民意見聴取い

わゆるパブリックコメント、こういったものも検討し

ていかなければならないのかなと思っています。12

月議会までにということでしたので、いろいろ項目的

には非常に難しい問題等も条例部会には含まれてお

ります。反問権の付与とか、あるいは議決事件事項の

拡大、あるいは通年議会の導入等、こういった難しい

内容もありますので、できるだけ早め早めと進んでい

くようにして、９月ごろまでには条例の素案ができる

ように頑張っていきたいと、このように思っておりま

す。 

今のところその程度の進捗状況でございます。以上

終わります。 

○委員長（桑田鉄男君） ただいまの報告に対し、質

疑を許します。 

○砂川利男委員 ただいま部会長のほうで、パブリッ

クコメントを求めていく方法も必要になっていくの

ではないかというお話しでございますが、私は他の分

野の関係であれば、パブリックコメントをもとにして

というのは分からんわけではないけども、我々の現在、

将来にわたって影響があるものを決めていくときに、

ある一定のまとめなり方向付けなりが出る前に参考

的に使うのは都合がいいと思うんだけれども、最初に

そういう求め方でいくと、それが軸となって思わぬ方

向にものを進めていくときに、非常に苦慮する事態が

私は想定されるのではないかなという意味から申し

上げれば、パブリックコメントを求めること、あるい

は市民公開の場に出る場合は、条例部会であろうが他

の部会であろうが全員協議会か何かを開いて、みなさ

んの意見を図ったうえで進めていくべき必要がある

のではないかなというふうに感じますが、そういった

部分に関してはどのような認識かお尋ねします。 

○条例策定専門部会長（澤里富雄君） パブリックコ

メントですけれども、今砂川委員がおっしゃいますよ

うに、部会独自じゃなく、いわゆる広報部会それから

定数部会にも関わってくると思うんですよ。 

その辺は幹事会なり全体の会議なりの中で協議し

ていただいて、取り組むような形になるのかなという

思いでおります。 

○濱欠明宏委員 議事進行。 

意見が出てるんだけれども、部会長は部会で議論し

たことについては答えられるけれども、自分の所見に

ついて答えるということについては、まずいんでない

かなと思う。そのための部会長だと思う。 

そういった意味では、これからいろいろな意見が出

ると思うけれども、自分の意見ではなくて、部会でこ

ういう議論があったと、要するに常任委員会の委員長

報告と同じで、こういうことがあったなかった、あっ

たのであれば、あったのは細かくこうだったというよ

うな説明でいいのではないかな。 

なんか違和感を覚えた。 

○条例策定専門部会長（澤里富雄君） このことにつ

いては、部会でも話はしています。 

一応、パブリックコメントも必要でないかという話

し合いを部会でもやっております。そういった中で、

他の部会との横のつながりも持ちながら、やったほう

が効率的なのかなという思いであります。 

○砂川利男委員 私が思うには、条例部会にしろ広報

部会にしろ定数部会にしろ、本来的には市民の関心事

に関わることが大きいから、何らかの形で情報収集な

り、アンケートなりを取りたい気持ちに駆られること

は私は分からんわけでもない。 

ただし、それを始めればその状態はひとりでに議論

が展開して世の中に反映されていくという恐れは、相

当考慮すべきではないかなと、広報部会にしろ定数部

会にしろ条例部会にしろ。 

ですから、そこを最終的な詰めの段階でアンケート

を取るなり、パブリックコメントを取るなりした時点

においては、大方の７、８割くらいは固まって、やっ

ぱり思っていた通りの反応が出てきたと、じゃあこれ

だったらいいんじゃないかというところまで詰めた

段階で実施しないと、私は思わぬ方向に議論の流れが

出てくるという意味からすれば、そこは重々考えてい

ただきたい。 

○委員長（桑田鉄男君） 今、砂川委員からある程度

の固まったといいますか、７、８割のところでパブリ

ックコメントなりアンケートという話がございまし

たが、このことに関わって他のご意見はございません

か。 

○大沢俊光委員 報告の段階だから、そんなに深入り
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しないでずっとやらせたら。思いを述べたんだから、

意見として捉えてさ。 

○委員長（桑田鉄男君） どういうふうな時期とか、

条例部会での話しはどうでしたか。 

○条例策定専門部会長（澤里富雄君） 部会では後半

10月、11月、おそらくある程度骨格が出た状態になっ

てからの予定で、部会ではお話しているところです。 

○城内仲悦委員 どうしたらいかべというので聞く

のでないんだから。こういうことによってこういうこ

とを考えますということで示しながら聞くというこ

とだと思うんですよ。 

そういった意味では、それ以外のことで一定の考え

方も持っていくと。当然、その説得できるような状況

を私たちは勉強して作っていくことも大事なんで、そ

の辺は市民の皆さんにどうしたらいいだろうという

聞き方ではないので。今言ったように、議論して勉強

して、どんな質問にも答えられるような状況を作って

いくことが大事なんで。 

今やれば、どうしたらいかべということになっちゃ

うんですよ。そうなっちゃうとまずいんですよ。 

だから、私たち自身が確信をもつような状況を作り

出しながら、どうしたらいいかと聞くのだと思うので

そういった方向で。 

○委員長（桑田鉄男君） 他に質疑はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○城内仲悦委員 月３回大変ご苦労さまです。頑張っ

てください。本当に大変だと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

次に、広報広聴の充実に関する事項について、広報

広聴専門部会長の報告を求めます。藤島部会長。 

○広報広聴専門部会長（藤島文男君） 広報広聴専門

部会のほうでは、これまで４回いろいろ協議したり会

議をもちました。 

最初は１月21日、これは今後の部会としての正・副

部会長選出が大きなメインになりました。それから、

２回目は２月15日、これは議会報告会の開催について、

あるいはホームページの充実についてということを

テーマに皆さんのご意見を伺いました。 

そして、２月26日、議会報告会の開催について協議

しました。そして、３月28日、議会報告会の開催要綱

をまとめていこうということで、原案に基づいて、み

んなで協議検討してまとめて現在に至りました。 

そして、４月４日には幹事会がありまして、その時

に議会報告会についてはご報告・ご披露申し上げてお

ります。 

現時点で議会報告会と市民との意見交換会という

ことで開催要綱の案をまとめて、皆さんのほうにも資

料としてお手元に配布させていただきました。こうい

う開催の趣旨、あるいは中身等について、いろいろ検

討協議しながら、一つの目安というかこれがすべてだ

というわけではないですが、こういう方向で広報広聴

のほうは取り組んでいきたいという段階に至ってお

ります。 

なお、条例部会とかあるいは定数部会とかそれぞれ

あるわけですが、広報部会も当然なんですが、この３

つが一体となって最終的なまとめがうまく結論がで

きていけばいいなとそのようにご期待を申し上げて

おります。なお、これまでのいろんな取り組みの中で、

特に私から申し上げるのが適切かどうかちょっとわ

かりませんけれども、特に副部会長の畑中さんについ

てはいろいろ細部にわたって開催要綱をまとめるに

あたっての資料等の収集、その他も様々取り組んでい

ただきました。細かいことについては、場合によって

は副部会長のほうから、細部にわたっての説明はさせ

ていただきたいというのが今日現在までの状況であ

ります。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） ただいまの報告について質

疑を許します。 

○砂川利男委員 こないだ幹事会のときに、議会報告

会というなものが開催されるということで、要綱なり

資料に細かくまとめられたものをお話しいただいた

んですけどれも、広報部会ではそれ以外の部分につい

ては議論なり話し合いなりをもっていただいたかお

尋ねしたい。 

広報部会のなかで議論している中身は、議会報告会

等開催したいという要綱をとりまとめたりするのが、

こないだの幹事会のお話を聞いたんだけれども、それ

以外の中身について広報部会として議論している部

分があったら教えていただきたい。 

○広報広聴専門部会長（藤島文男君） 特にこれから

はいろんな兼ね合いの中で当然出てくるかもしれま

せん。現時点では、他の部会等との協議その他のこと

についてはまだ議論等に至っておりません。 

○砂川利男委員 率直なことを言えば、障りがあるか
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も分からんけれども誤解しないで聞いていただきた

い。 

私の理解の仕方では、広報部会の中にはいろんなも

のがあると思う。例えば、広報の紙面、掲載に関する

なり、あるいは大会派、少数会派いろんなものがある

と思うんです、その他取り組みが。そういったものは

今の段階では協議していないというようなお話です

が、そういったものに触らないで議会報告会だけで結

論付けてもっていくというのであれば、私は議会報告

会を早い段階で実施したいんだというのも分からん

わけでもないけれども、他の分野のことも議論してこ

れから一定の成案を出していくと思うんですが、そう

いう形であるとするならば、できた分ずつ小出しに実

施できるものは実施していきたいという方向の議論

で進んでいくという理解でよろしいですか。 

○広報広聴専門部会長（藤島文男君） 言わんとする

ところをもう一度教えてください。 

○砂川利男委員 ミカンでもリンゴでもいいけども、

リンゴであれば皮の部分もあれば身の部分もあれば

芯の部分もあって一つのリンゴの形になると思うん

ですが、たとえば皮なら皮の部分だけはいらないから

もう捨ててしまえという形の一種だと思うんです。 

議会報告会だけの要綱を作って実施したいんだと

いうのを一生懸命強調されておりますけども、じゃあ

他の部分はまた議論してできた段階で、切り離して実

施していきたいんだという考え方のまとめ方で進ん

でいるのかどうかという考え方はどの程度議論され

ているのかお尋ねしたい。 

○広報広聴専門部会長（藤島文男君） それは広報部

会として、広報だけが先行して他のほうの進捗状況が

別なんだという部分論での考え方ではなく、全体の中

で、言葉だけでは共通しない部分があるかもしれない

ですけど、ものの考え方として、広報は広報としての

果たすべき役割、条例は条例、定数は定数とそれぞれ

あるわけですが、そういう中で広報だけがこの部分は

先にやっていこうという意味ではないです。より慎重

に様々ご意見をお伺いながら。 

○下川原光昭委員 幹事会の中身を今しゃべってい

るので、そこは省いてやってもらったほうがいいんじ

ゃないですか。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂川委員が聞いているのは、

広報広聴部会の中では、議会報告会なり意見交換会の

みならず、いろいろなことが議論されることがあると

思うけれども、準備できたのから先行実施みたいな格

好で進めていくのかということのお尋ねだと思うん

です。他の部会との云々ということではなく。 

○広報広聴専門部会長（藤島文男君） いろんな中で

の話をお伺いしながら、部会のほうで全体に通じる流

れを掌握しながら決めていくんだと、そのように思い

ます。 

○濱欠明宏委員 補足説明はないか。 

○畑中勇吉委員 この議会報告会を先行実施してい

くやり方というのは、開催趣旨にもあるんですけれど

も、個々の議員は議員として議会の報告義務なり、市

民から意見を吸い上げるというのを日常的にやって

きたわけですよね。 

ただ、12月議会に方向付けがなされて、議員発議に

よって改革をするという方向付けがなされた中で専

門部会が作られた。こういうことで方向付けがあって、

方向付けにあたっては別の専門部会が作られて、これ

はもう既に進んだ市議会ではやっていることなんで

すよ。 

そういうことで１回試行的にやったことですが、評

判も良かったということで、組織としての議会の説明

責任なり、市民の意見の吸い上げは当然時間を待たな

いでやったほうがいいというのは広報広聴部会の全

員の意見でありました。そういうことで今回やりまし

た。 

また、砂川委員から幹事会で出されたんですが、先

行実施することで既成事実化的に積み重ねて、それを

独断的にものを決めるという道筋になるのでないか

という意見も出されたんですけども、私はそうでなく

て、試行的にやる中でより内容を現実に近いものに作

りたいと。 

例えば、これを何もやらないで、成文化してやると

思うんですが、条例部会も広報部会も予想で成文化し

てやると思うんですが、その時にむしろ想定外のこと

が当然出てくると思うんですよ。そうすれば、条例部

会も広報部会も見直しをしてぎくしゃくして、むしろ

その方が大変じゃないかっていう、そういうこともあ

るわけでして。 

そこのところは、皆さんの考え方だと思うんですが、

これから開催要綱についてもお話ししたいと思うん

ですが、広報部会のほうでは試行的にやったらどうか
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という提案をさせていただきました。 

○城内仲悦委員 広報広聴部会としては、12月に施行

でやった形で、その後に３つの専門部会をやってきて

るわけですけれども、その中で議会そのものは動いて

やっているわけですから。議会として議会報告会をや

ることについて当面要綱ができたことについては評

価できると思います。 

これをやることによって、今、副部会長から話があ

ったけれども、いろんなことが出てくると思う。定数

だとかそういう話は検討中だって話しすればいいこ

とであって、聞かれたら。 

ただ議会の報告ですから、当面３月議会の報告が中

心になると思うんですけど、それをやりながらいろん

な意見は当然出るかと思うんです。そういった中で、

出たところで各部会の参考にもなろうと思う。そうい

う意味では開催要綱案をこういった形でまとめたこ

とについては、広報部会の皆さんにご苦労でしたと申

し上げたいと思います。 

○濱欠明宏委員 12月に議会報告会をやったのは試

行的だったと。任意機関として、任意の議会として報

告活動をしたということで、その時の大きな反省点は、

基本条例がないことによる不都合があったというこ

となのね。 

今、広報の部会長、副部会長、城内委員の話を聞い

ていると、条例ができて初めて公式の活動として議会

が報告できるんだよというのを勉強しているもんだ

から。 

そうすると、これまでのことを繰り返すということ

は、12月に勉強したことを生かしていないということ

になるのではないかと思うんだけれども、部会長いか

がですか。 

○城内仲悦委員 特別委員会を設置したわけだから。 

○濱欠明宏委員 あなたに聞いてない。そういう議論

があったかと。 

○広報広聴専門部会長（藤島文男君） それはなかっ

たです。 

○濱欠明宏委員 なかったということは、そのことに

ついては部会として、きちんとまとめなきゃならない

と思うんですけれどもいかがですか、部会長。 

○広報広聴専門部会長（藤島文男君） その通りです。

参考にさせていただきたい。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂川委員、さきほどの説明

でご理解いただけましたか。 

○砂川利男委員 要するに、条例部会の報告にしても、

私のほうの定数部会の部会長さんの報告にしても、進

め方の手法はいろいろあると思うんだけれども、話を

聞いている分には、すごいなそのとおりだなと思って

聞いている分でいくと、定数部会は法律なり過去の歴

史なり非常にこういう形をしなければならないと。 

条例部会のほうでは、項目を何項目かに分けてそれ

ぞれにこれから吟味していかなければならないとい

う進め方をお話しをされた。 

私はそういうふうなのがいいのでないかなと思う

んだけれども、広報部会さんに対しておしつけがまし

いことを言う気はないけれども、広報部会としては紙

面のあり方とか分ける必要がなければそれは自由だ

ろうけれども、こういう形のものを分けた中で、たと

えば議会報告会についてはこういう形の方向にいく

べきだという話が出ましたよ、広報紙面のあり方につ

いては、こういう部分がありましたよとか、市民から

のアンケート調査をとった場合にはこういう形にな

ったもんだから、広報部会としてはこういうふうにし

ますよと、そういうふうにまとまったものを出してい

ただいて、それが一つになって初めてじゃあ実施する

段階にどうするんだというふうに順序としてはある

べきでないかなというふうに思ったもんだから、議会

報告会とか市民の懇談会とかそういったものだけを

要綱をつくったのはすごいなと思いますけれども、そ

れをもってすぐ実施したいんだということにはなら

ないんでないかなという気がするんですけれども。 

これはあくまでも私の考え方です。 

○畑中勇吉委員 砂川さんが言うとおりの筋道でも

のを組み立てるっていうのは全員がそう思っている

と思うんです。 

ただ、実施にあたって先ほども言いましたように、

広報広聴の関係は大事な予算議会等のことについて

市民のほうに議会としての責任を果たしながら、そし

て開催要綱等を作って実施する中で切り盛りをして

成案を得ていくというふうなほうがいいんじゃない

か、足し引きして、ものの組み立てとしてそのほうが

いいんじゃないかということで、広報広聴で全員一致

した意見でありましたので、そういうことで急いで開

催要綱を作って幹事会にも話をしてきたところであ

ります。そこのところはご理解していただきたい。 
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○砂川利男委員 私は、特別委員会というものを設置

する前であれば、表現はいろんな方法があると思うん

だけども、なんでも自由にできたと思うんです。その

結果、特別委員会を開いて条例なりなんなりを制定し

た形でいかないと不都合が生じるから、特別委員会を

設置して事務局の皆さんからもご指導いただいて、ご

協力をいただいていく意味では、法的な形で動くには

そういう手順を踏んでいかなければならないという

議論のうえに、特別委員会というのが設置された。 

その流れからすれば、それぞれの部会ができた分ず

つ行動に移していくことが可能だとするならば、特別

委員会というものの重みがあってないものような形

と同じに理解せざるを得ない。そういう意味で、特別

委員会というものが設置されている以上は、一定のそ

れぞれの部会が役割を果たしたものが正式な会議の

中で共有されて、それからそれぞれの部会の実施する

形のこういうふうにしていきましょうかということ

が、私はものの流れの筋じゃないかなというふうに思

いますから、今まで申し上げたのは私の意見としては

こう思っておりますので、重々ご理解いただければあ

りがたいなということです。 

○大沢俊光委員 報告になっているからまず次の部

会に。 

○委員長（桑田鉄男君） その部分については、次の

（2）のところで議論いただければと思います。 

○城内仲悦委員 砂川さんが言ったことについて、私

たちが特別委員会をなぜ作ったかというと、３つの分

科会という専門を作って、そしていろんな予算も付い

て正式に議論してやれる形を作ったわけですよ。その

ために作ったわけだ。 

試行のときはお金もつくわけないし、やったわけで

すよ。私たちは各部会で予算が付いて、いろんなこと

ができるという状況を作ったわけです。そういった中

で、広報部会とすればまず、以前は何もない中でやっ

たわけですが、今回は特別委員会があって、特別委員

会として研究もできるし、やれる状況になった中で、

部会としてまとまった分、報告会の要綱が出てきたん

だけれども、そこは委員会として全会一致となってや

りましょうとなったことが出てきたわけです。それが

部会から上がってきたと。 

そうすると、幹事会で話し合われて、今回の議題に

なったわけだけれども、そうすると特別委員会として

この要綱に基づいてやりましょうとなればできるわ

けです。これは特別委員会があってこそできるわけで

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 今の広報広聴専門部会の報

告について、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

次に議員定数及び議員報酬に関する事項について、

定終報酬等研究部会長の報告を求めます。髙屋敷部会

長。 

○定数報酬等研究部会（髙屋敷英則君） これまでの

定数報酬部会のいろいろな会議の議論の経過につい

てご報告をしたいと思うんですが、定数と報酬という

のは調査研究ということでございますので、結論を求

めるというものではない。 

したがって、逆に難しい課題が多いわけでございま

して、今回の定数報酬の会議を開くにあたっては基本

的に今回の特別委員会の設置の意義というもの、ある

いは全体会のこれまでの議論を含めた共通の認識を

深めながら進めていかなければならないというふう

に思っております。 

既にご承知なんですが、今日、議員定数を取り巻く

状況というのは、一昨年の自治法の改正によって、今

まで国の基準で定められていた議員定数の法定上限

数が廃止されて、自治体のそれぞれの判断によって、

この定数が定められることになっているわけでござ

います。これまで唯一の議員定数の根拠だったわけで

ございます、地方自治法は。 

その自治法による根拠が、現在なくなっているわけ

でございまして、各自治体の議員定数はそれぞれの自

治体の判断によって条例制定をして、新たな根拠を作

り出すと、そういうことが喫緊かつ重要な課題になっ

ているんじゃないかと、そういうことでございます。 

つまり、これまでの法律の根拠がなくなったので、

新たな根拠が必要となって、その判断が今自治体に求

められていると、そういう現状認識を持たなければな

らないのではないか、そのように考えております。 

議員定数の条例策定は新たな根拠を作るための作

業でありまして、この分権の流れから言って、議員報

酬もまた議員定数同様、認識を持たなければならない

重要な課題であると思っております。 

したがって、議員報酬につきましてはこれまでの根
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拠は、昭和27年の地方自治法の改正によって議員報酬

を支給することができるという、そういう法律が一つ

の根拠になっているわけでありますけれども、一昨年

の自治法の改正によって、必然的に定数問題と同時的

に見直しが必要になっている状況ではないかという

ことでございまして、分権によって自治体を取り巻い

ている状況は、これまで以上に自治体の自立性を法的

に促すものであるということで、現実的な問題として

は、我々の久慈市だけではなくて、全国の自治体のす

べてが自己判断をして、自己責任において、こうした

定数報酬問題を判断して、その根拠となる条例化を推

進していかなければならない、そういうような大きな

責務を背負っているわけでありまして。 

以上のような基本的な認識に立って、定数報酬等研

究部会では、これまで４回にわたって多くの議論を重

ねてまいりました。１回目から３回目までは部会長・

副部会長の互選、今後のスケジュールなどについて話

し合われました。 

結果として、定数と報酬を区分けして、まず先に報

酬問題について研究調査して、６月末までには中間報

告をできる内容まで作成したいと。以後、今年度の12

月末までには定数についても調査・研究の結果を答申

できる、そういう状態にするというスケジュールを確

認しております。 

３月14日に行われました第４回目の分科会では、実

質的な議論が始まっておりまして、大所高所から、ま

たあらゆる角度から質の高い議論が検討されており

ます。 

４月17日には第５回目の分科会が開催される予定

になっております。これまでの主な議論の内容は、報

酬の根拠とその歴史的経過について、議員の専業化に

ついて、議員の兼職・兼業の禁止及び議員の専業化に

ついてということでございます。 

また、報酬についてはなぜ報酬増が必要なのか、ま

た、なぜ報酬の減が必要なのか、議員の報酬は生活給

なのか、さらには政務調査費、議員の慶弔費、交際費

などの実態についても改善の余地はないのかという

点について、広範な意見が交換がされております。 

４月17日には第５回目の分科会の開催が予定され

ており、さらに充実した議論、意見交換がなされるも

のと期待しているところでございます。まだ実質的な

協議はまだ何回もしておりませんので、これからもっ

ともっと内容が深まっていくのではないかなという

ふうに思って期待しております。 

以上で、定数報酬部会のこれまでの経過についての

報告を終わります。 

○委員長（桑田鉄男君） ただいまの報告に対しての

質疑を許します。 

○濱欠明宏委員 定数報酬部会、大変ご苦労様であり

ます。 

その中で、特別委員会に対して、定数のあるべき姿、

人数等を含めて。今言ったとおり、法律では上限の規

定がなくなったということから、それぞれの議会が定

数条例を定めて人数を決めるということになるわけ

だけれども、次の平成27年が改選期ということであり

ますので、定数問題はそういうことを睨みながら、部

会として次の選挙を睨みながら議論を進めていこう

としているのか。 

一方、この報酬問題についても、これまで久慈市報

酬審議会があって、現在の議員報酬等もそこで決めら

れたというのが根拠になっているわけですけれども、

四日市の例をみますと、議会が「議会は議員提案にか

かる議員報酬の改定にあたっては、公聴会の活用等に

より市民の意見を聞く」と、反映するというようなも

のが基本条例の中に謳われているんです。そこら辺は

議員報酬の中で、これまで市の審議会に依存していた

部分を、議会としても独自で報酬を見直す意見を聞く

というような公聴会を開くというような方向性につ

いての議論はあったのかと。 

合わせて、定数報酬について、公聴会を設けなけれ

ばならないような議論があったのかということにつ

いて教えていただきたい。 

○定数報酬等研究部会長（髙屋敷英則君） 定数の問

題は、次の選挙を睨んだものなのかというようなお話

でございましたけれども、実は定数報酬の委員会の名

称をよくみていただきたいんですが、調査・研究とい

うことでありまして、具体的な数字をもって報告の中

に盛り込んでやるというような性質のものではない

というようなことで意見は一致しております。 

したがいまして、なかなか報告書も具体性がある意

味欠けるような報告書になるかもしれませんけれど

も、性質的にそういうものではないだろうというよう

な、そういう意見が部会では交わされております。 

それから、報酬の問題ですが、議会自身がというお
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話でございます。その議論もございました。議会自身

で審議会を逆に、行政の審議会じゃなくて、議会自身

が審議会を設置したらどうかと。あくまでも、議員が

自分たちの報酬を自分たちで決めるというものはど

うも抵抗があるんじゃないかっていうようなあたり

の議論まで出て、やっぱりでも基本的には議会が決め

ていかなければならないのだから、行政が設置してい

る第三者機関の審議会、これというよりは議会自身の

第三者機関、議長の下に設置してこれを検討したらど

うかというような議論は交わされております。 

それから、公聴会の議論につきましては、第４回目

の実質的な議論の中の一番最初の検討課題として、協

議をしていただきまして、実はアンケートをやる場合

にはどういう方法があるかとか、そういう一つの具体

例も示しながら、これについてのご意見を伺ったわけ

でございますけれども、非常に市民の意向調査とはい

えアンケートというものを実施してしまうというこ

とになると、予想もしない方向に物事が流れていく可

能性があると。 

非常にある意味、市民のどれくらいの方々からアン

ケートをいただけるのかという問題もあろうかと思

いますけれども、物事によっては一部の人間の意見が

非常に強く反映されて、大衆迎合主義的な一面に走る

危険性の一面もあるだろうというようなことで、現時

点ではアンケートとか市民の意向調査、これは一番大

事なことかもしれませんけれども、現実的にそれを実

施した場合のいろいろな問題が発生して、客観的な議

論の妨げになるようなことも考えられるようなこと

で、その点についてはもちろん結論は出てないわけで

すが、その時点では一応アンケートについては実施し

ないと、そのような部分で話し合いがなされてまいり

ました。 

以上でございます。 

○濱欠明宏委員 ありがとうございました。非常に貴

重な意見を部会長からいただきました。 

というのは、広報部会との意見の違いがそこに如実

に表れたと。片方は、議会の説明責任が必要だという

ことで、報告会をとにかくしなければならない。 

そして、したことによって意見を聴取し、それが各

部会の今後の参考になるんだという話があったわけ

ですが、一方では、意見を聴くと逆にポピュラリズム

に走る、あるいは一人の意見が強く出るというような

ことで今回はそれを考えていないということで、この

２つの部会で意見がそれぞれ違うと思うので。 

やはり、議会が行動する際には、それなりの特別委

員会での意見の集約を見たうえで、一つ一つ実施する

場合にはしていくことになるのかなと、率直な意見で

した。 

○定数報酬等研究部会長（髙屋敷英則君） やらない

というのは最終な結論ということではないけれども、

ほとんどの意見がそういう意見で現在のところ集約

されています。 

○委員長（桑田鉄男君） 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） それでは打ち切りたいと思

います。それでは協議事項（1）については終了いた

します。 

次に、協議事項（2）「議会報告会の試行開催につ

いて」であります。 

本件については、広報広聴専門部会において、調

査・検討を進めた結果、議会報告会を試行的に早期開

催すべきことが、部会委員の全会一致で確認されたと

ころであり、このことから議会報告会の試行開催にあ

たり、本委員会での協議・決定を要するものでありま

す。 

本件に関して提出者であります広報広聴専門部会

の説明をいただきたいと思います。畑中副部会長。 

○畑中勇吉委員 この議会報告会と市民との意見交

換会開催要綱案について、２回にわたって広報広聴専

門部会でほぼ２時間の会議２回あったんですが、検討

させていただきました。 

開催趣旨から線を作ったんですが、議会改革の委員

のみなさんが研修された北上市と会津若松市、その２

つの市、北上のほうでは「繋ぐ会」という名称でやっ

ていますし、会津若松のほうは「意見交換会」という

名称の開催要綱で集約されて実施されているところ

であります。その２つを参考とさせていただきまして、

この要綱案を起案させていただくことになりました。 

まず、開催趣旨でありますけれども、先ほども言い

ましたけれども12月議会で議員発議によって議会改

革を進めるということが決まったわけでありまして、

特にも３月議会は新年度予算、過去最高の予算であっ

て市民の関心もかなり高いのではないかというふう

に思っています。 
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ということで、この開催について全員から早く開催

要綱をまとめて実施できる状況を部会長・副部会長や

れというような委員のみなさんからのお話があって、

急いで作ったところであります。 

さきほども言いましたが、改革をするしないという

ことではなく、議会内容の市民への説明責任、市民意

見の反映というのは当然議員として果たさなければ

ならない、休むことができない、すぐやらなければな

らない、やってなければならない事項であります。そ

ういうことで、趣旨にもありますけれども、開催させ

ていただきたい。 

ただ、この文面で「議員の総意に基づき」という内

容になっておりますけれども、これはこの会議を全会

一致で通ったことを前提に実施するということが前

提になると思うので、そういう文面にさせていただい

たことをご了承いただきたいと思います。 

あとは、報告会と意見交換会の種類は地区別の交換

会、分野別の交換会、北上でも会津若松でも２つの分

野、２つの交換会の持ち方をしております。そういう

ことでやらさせていただきました。 

あと、地区別交換会の内容は、(1)から（12）まで

盛られておりますが、(12)の課題整理会議というのは、

北上でも会津若松でも課題整理会議を広報広聴で責

任を持ってというふうな中身になっておりましたけ

れども、私のほうとすれば、他の先進の議会改革をや

ったところを見てみますと、議長は仕切ってといいま

すか、広報広聴がやるとは思うんですが、その中に議

長が入ってしっかり課題整理を責任持って行うとい

うふうな中身がありましたので、(12)の②はそういう

内容にさせていただきました。 

それから、４の分野別報告会と意見交換会、これは

広報広聴のほうでもいろいろ意見が多く出された部

分でありますが、私はこの議会改革にかかわって、北

上にも会津若松にも研修をしておりませんで、どうい

うふうな中身だったか報告はいただいているんです

が、聞きたいこともあったので北上市議会の議会改革

の主要メンバーに電話をして、広報広聴で出された意

見等について聴き取り調査をさせていただきました。 

そしたら、今のところ北上市議会は、地区別の報告

会を年16か所、それから分野別は、私らの提案は必要

に応じてという感じですが、常任委員会ごとに最低１

年に１回というふうな中身になっていましたが、そう

いうふうなことを２年ほど実施して、特に問題がない

というお話をいただいておりました。 

基本的に、内容については心配する部分や意見が分

かれた部分があるんですが、とりあえず実施している

北上市議会と会津市議会の実施要綱をベースにして、

試行的に実施する中で、より久慈にあったものに成案

を堅めたらいいのかなというふうなことで、この要綱

案をまとめさせていただきましたので、よろしくご検

討いただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

○砂川利男委員 議会報告会なり市民との懇談会な

り、そういうものを否定するつもりもないし、大いに

どんどんやるべきだということには何も変わらない。 

しかし、最初から申し上げているとおり、今実施し

たいんだということを話されたものを含めて、実施し

ていくのの最低の柱となる条例であり、定数の問題で

あり、セットで特別委員会を設置して進めている最中

に、定数部会のほうでは今の要綱でもって広報部会の

では進めていくんだというものの進め方というもの

は、私はどうも理に適わないと理解しておりますので、

そこら辺は皆さん方がそれでやるんだということに

なれば、それはそれでいいかもしれないけれども、私

は道理としてはちょっと違うのでないかなというふ

うに思います。 

○濱欠明宏委員 総意という言葉、基本的には合議機

関ということだから、総意に基づくということはすご

く大事なことなんだけれども、今の砂川委員さんの意

見を聞いていて、多数決でも実施しようと思っている

のかどうか聞きたい。 

○畑中勇吉委員 広報公聴では全会一致だったんで

すが、合議機関ですので最終的にはここで決めるとい

うことだと思います。そういうふうな認識でいます。 

○濱欠明宏委員 多数決でも決めるかということ。要

するに、砂川さんは反対だという話なの。時期尚早だ

という意見をお話している。 

何もやることに反対なわけじゃないんだけれども、

各部会が今議論してる最中に広報部会が試行的にや

るんだということについては時期尚早じゃないかと

いう意見があるわけ。 

今の意見を聞いていると総意にならないというこ

となの。 

○畑中勇吉委員 そういうふうな方向で議会改革を
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進めるのかということも、もう一つ議論していただき

たいんですが。 

これは条例でもなく出てくるものです。だから全体

から意見を聞いて。 

○濱欠明宏委員 私は提案者から聞いてるの。提案者

から総意という言葉があるから、今砂川さんが反対だ

と時期尚早だということに対して、総意でなくなった

んだけれども、多数決ということになるんだけれども、

それについてはどうかという話。 

そうすると、提案しているのと違うから。 

○畑中勇吉委員 委員の皆さんからいろいろな意見

を出してもらって、砂川さんは今そう思っているかも

しれないけど、委員の皆さんの意見を聞きながら、そ

れでも絶対だめだということに皆さんが合意すれば、

私は実施しなくていいんじゃないかと思っておりま

す。 

○濱欠明宏委員 部会では全員が賛成したっていう

話なの、部会では。だから部会の案が今出されたの。 

その中に、総意って言葉があるんだけども、今砂川

さんは時期尚早だと言っているんだが、それを聞いて

部会としては総意というふうにならないような気が

するんだけれどもどうなのかというのを聞いている。 

○畑中勇吉委員 総意というのは、文章上のあやって

いえばあやで、一般的にものを実施するには合意と総

意があってやることで、それが前提になるということ

で文面上こういうふうにさせていただきました。 

だから、部会とすれば皆さんが全体の委員会の中で

決定することですから、その決定の中身についてはそ

れも含めて委員会の中で決めればいいんじゃないで

すか。 

専門部会とすれば、総意でやっていただきたいとい

うことなんですが、ただ皆さんの意見が一人でもあれ

ば意見交換会ができないというのであれば、全体の会

議で集約すればいいんじゃないですか。 

専門部会でそれは集約することじゃないと思いま

す。専門部会の決定で縛るわけにはいかないわけです。

私どもとすればそういうことで実施していただけれ

ばということなんですが、全体で決めればいいことで

す。 

○濱欠明宏委員 分かりました。つまり総意という言

葉は提案はしたけども、あとは丸投げだと。委員会で

協議してくれと。その結果、多数決になっても仕方が

ないというような意味合いと捉えたんだけども。 

副部会長の提案の理由は分かりました。それを受け

て、会津若松と北上の例を出した。それは基本条例を

受けてやっている、基本的には、そして実施している。 

私は、特別委員会が何で作られたかというと、基本

条例を作らなければ、対外的な活動に制約があると不

都合があるということで今取り組んでいる。 

いずれ早く基本条例を作りましょうという意気込

みで回数も多くやっているんです。 

決してのんびりやっているわけじゃなくて、部会長

報告のとおり一生懸命精力的にやっていますという

話をしているんです。これも、早く基本条例を作りま

しょうということなの。 

私は基本条例ができたときに始めて、市民に対して

議会が説明責任の最初の説明が基本条例作りました

というところから始まると思うんです。そして、定数

部会長から話したように、こっちはまだ意見は聞けな

いよという話があったもんだから、そうすると必ず議

会報告会に行くと定数の問題、報酬の問題が出てくる

んです。そうすると、支障がくるとこっちは言ってい

るんです、今の段階では。将来的には公聴会を作るか

もしれないよという話をしているの。そうなると、私

とすれば基本的には時期尚早だなと思う。 

もう一つ、広報部会は早くやりたくてしょうがない

らしいけれども、前にもそうだったの。試行でやると

任意の特別委員会で決めたんだけども、我々は巻き込

まれたの。巻き込まれちゃったの。 

しかも広報に出してしまったの。だから、私は付き

合ったけれどもね。基本的には巻き込まないことなん

です。 

前回もそれで巻き込まれた。今回のこの案も巻き込

む案なんです。だから、巻き込まないで広報部会とし

て意見を聞くとか、それはやって結構なの。 

今のは議会報告会としてみんなを巻き込んでやる

ということになると、今度は各部会の審議に影響して

くんですよ、いろいろ。 

よって私は、物事の最初のイロハのイは基本条例を

まず作って、それから初めて本来の議会報告会がある

べきで、試行期間というのは１回でいいんです。 

だから私は、速やかに報告会をやることに反対です。 

○畑中勇吉委員 広報公聴では、意見交換会は試行的

に実施して、先行実施して、この内容で全体を巻き込
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んで、それを既成事実化して固めていくという発想で

これをやったのではないんですよ。 

そうではなくて、どうせやるといえば、どの条例で

もどの部会でも、試行錯誤を繰り返しながらやってい

くということになるわけですから。そういうことから

すれば、試行的なことをやって、より現実的でいい内

容を、例えば条例のほうから意見を求められて、広報

広聴の議会報告会と市民との意見交換会なり、議会報

告会のあり方をどうするかといったときに、より現実

的な試行実施を通して市民からも受け入れられるよ

うな内容に充実させてやっていきたい。 

そのために、議員の皆さんからも広く意見を聞きな

がら、そういう意味でやるということで、試行実施す

ることで巻き込んで、それを独断専行で既成事実化し

て広報広聴の意見をできれば強く反映させるという

ような考えは毛頭ないということを申し上げたいと

思います。 

○濱欠明宏委員 さきほど提案をしましたと。あとは

ここで判断すればいいと言ったんです。今のは一歩踏

み込んでいるんです。我々の思いはこうだよと。思い

は分かるんです。別に思いがだめだとは一つも言って

ないんです。 

ただ、今、部会がそれぞれに専門的に勉強している

期間なのに、こういった形でみんなを巻き込むという

ことになってしまうし、基本条例がまだできていない

段階では制約があって、いわば試行的な報告会になっ

てしまうので、それはもう一回やったから逆に特別委

員会ができたの。 

だから、私とすれば総意にはならないよという意見

を私と砂川さんは言っているんです。あとは皆さんが

判断することだと思うし。 

ただしかし、もともとこれを合議として基本条例を

作りましょうと言っているわけだから、そうすると多

数決でこれを運営していくことになると、これは大変

なことになっていくと苦慮してます。 

○畑中勇吉委員 だから、全体会議に意見を聞いてる

わけで、よろしくお願いしたいと思います。 

○小野寺勝也委員 基本条例が出た段階でスタート

すべきだというのと、部会で提案を経て、ここで上が

ってきて了解いただければ実施に踏み切れるのもあ

るということの関係で言えば、広報広聴はそれはそれ

で出していただいたわけだけれども、既に先行実施と

いいますか、たとえば請願者の意見を直接聞くという

ことも既に合意をいただいて実施してるわけですね。 

あるいは本会議での一問一答もそれぞれの手順を

踏んで、踏み出しているわけです。 

ですから、それぞれの部会で成案が上がってきて、

ここの特別委員会で議論を尽くして、全員がもちろん

望ましいわけだけれども、場合によっては議論を尽く

した段階では最大公約でそれぞれ実施に踏み出すと

いうこともありうるというふうに私は思います。 

○城内仲悦委員 前にもしゃべったんだけれども、形

式論というか、前回にやったときに巻き込まれたって

いう話をするんだけれども、今回は特別委員会を設置

したわけですよ。設置してあるわけです。 

だから、私たちはいろんな行動ができるように対外

的に保障された機関をもっているんです。で、それぞ

れの部会がそれぞれやっているわけです。 

畑中委員が言っていることが極めていいと思うの

は、この開催要綱案はこれで最大に完成したものでは

ないんだと言っているんです。実施することによって

いろんなことが出てくるだろうと。それはやっぱり、

要綱に基づいて実施することによって出てくる。 

その結果、さらに良いものができるだろうという予

測ができるわけです。 

濱欠さんが言ったんだけれども、定数とか報酬とか

いろんなことを聞かれるだろうと、聞かれていいわけ

です。 

それはアンケートじゃなくて、聞かれたことに対し

て今の現状を答えればいいわけで、それぞれの委員会

がどういう到達になっているとか委員会として掴ん

でいるわけですから。それはそれとして答えればいい

わけですから。 

そういった意味では、このことをやることによって、

各部会は別に支障が起きない。むしろ意見を聴く機会

があって、改めてパブリックコメントしなくてもいろ

んな形で議会報告会なり懇談会なりに出席された

方々から意見が上がってくるわけですから。しゃべり

たくて来る人が多いわけですから、そういうふうな意

見も聞けるという意味では非常にいいと思うし。 

やっぱり、いいものを作っていくうえでは、そうい

った試行錯誤が必要だと。そういった意味では特別委

員会を設置したことによって、今回の全体の会議の中

で議論されて方向が決まれば実施できると思います
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ので、時期尚早とかそういうことで捉えてはいけない

んじゃないかという気がします。 

○小栁正人委員 参考までに。先ほど副部会長から言

われたのは、北上、会津若松のを模範としてこういう

のを作ってやりますと。ここは実際に議会改革をやっ

て条例を制定した市議会ですよね。 

我々のような状態の市議会では、過去にこういうと

ころでどういう形のことをやったのかということを

参考までにお伺いしたいんですけども。 

○事務局（長内紳悟君） この議会報告会を一番最初

にやったのは宮城県の本吉町というところです。 

それを真似てやったのが栗山町です。ここが議会基

本条例を一番最初に制定したところです。 

ここの経緯というのをもう少し皆さんにもお勉強

していただくと議論が深まると思うんですが、いわゆ

る改革先行型でいくか条例先行型でいくかという二

極があって、実は栗山町は議会報告会をまず実施した

わけであります。試行実施といいますか、議会として

決定し、やりましょうということで外に出たわけです。 

それを市民の側からこの報告会はとても良いから

毎回やってくれと。しかし、条例も何もない状況です

ので、やろうがやらまいがそれは議会の判断になるわ

けです。 

だから、それを市民とお約束するために、じゃあ条

例を作って議会報告会を年２回やりますということ

を市民の皆さんとお約束しました。条例が制定されれ

ばそれはお約束になります。 

そういうことで、栗山町というのは改革先行してい

った中で、お約束してきたものを条例に盛り込んでい

ったということで、いわゆる改革先行型のやり方でや

ってきています。 

そこからスタートして、全国のいろいろな議会が議

会基本条例の制定に動き出しているんですけれども、

北上であるとか会津若松もそうですが、特に会津若松

は条例先行型と言いまして、条例をまず固めましょう

というのでやりましたけれども、そうすると市民の意

見を聞く場が条例が制定されてからじゃないとでき

ないというのもありまして、議会改革の委員会自体に

市民委員を公募して入れています。 

また、条例素案の段階でパブコメであるとか、外の

声を聞くために、そういった場を設けたりとか、そう

いった手続きを経て条例が制定されております。 

条例先行型でいくのか改革先行型でいくのか、大き

く今２つに分かれるのかなというふうに思います。 

○事務局長（一田昭彦君） いわゆる条例先行型とか

の話で、県内の状況ですと、宮古市とか一関市は最初

に条例を作っています。ただ、結果から言えば、かと

言って議員間討議をやっているかといった部分では、

条例は作っているけども実質が伴っていないという

のが割と多いようであります。 

あとは参考までに、身近な部分ですとこの間、盛岡

市が条例策定に向けて動いておりますが、先行的に議

会報告会を昨年12月に開催しています。これが身近な

例だと思います。 

○大沢俊光委員 この前の試行のときも出たんじゃ

ないかと思うんだが、条例を制定して動く活動と、今

のように完成しない段階で動くのでは、議会活動が公

務災害の適用なり、公職としての区分はどういうふう

になっていくか、参考までに。 

○事務局長（一田昭彦君） これについては、議員の

公務災害は市町村総合事務組合というのが県内は合

同で公務災害の対応にあたっています。 

そこのところに確認したところ、いわゆる議会報告

会とかそういう部分についても、条例に制定になって

いない部分というのは任意の議員活動ということで

公務災害にならない。 

ただし、条例にきちんと制定になれば、当然ながら

議員の公務ということで公務災害になりますという

回答は得ております。 

○大沢俊光委員 その辺あたりを委員長とすれば総

括しながら、多数決で決めるのでなくて、踏み出すに

してもいい方向に、今のような対立軸を持ちながら出

してもうまくいかない。 

私は広報部会だからここの手順を踏んで、ここの最

高決定機関が了承するのであれば、踏み出してもいい

んではないか。 

それから、踏み出すについては、委員会を設置した

から、私は部会でもしゃべったんだが、試行というの

は当てはまらないのではないかなと思う。委員会を設

置して動き出すということは。そのものだと思うんだ。 

報告会が議会としての報告会、こういうふうになる

んじゃないかなという思いを、部会でもしゃべったけ

れども。 

その辺を総括して、いい方向にまとめてもらいたい。 
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○濱欠明宏委員 さっきも局長が言ったとおり、そう

いうことがあって、条例というものは作らざるを得な

いんだよということだし、我々久慈市議会は任意の委

員会において議会報告会を試行的にしましょうとい

うことでやったわけです。 

それを受けて、早く条例をつくりましょうというこ

とになったわけです。 

今、広報部会が提案していることについては、将来

的には当然大事な作業ですし、この要綱は生かしてい

なかければいかんと思うんだけれども、今、我々特別

委員会としてやることは、まずはパブリックコメント

をもらえる状況、つまり条例であれ定数であれ広報で

あれ、こういった原案を作ったよと、最終的に市民と

の意見交換をするというののパブリックコメントも

必要なんだけれども、議会報告ということについては、

今特別委員会の仕事ではないような気がする。 

だとすれば、議長をして前回の報告会は市民からも

強い要望があるので、議長をしてこないだの試行的な

報告会をもう一度したいというのであれば、それはそ

れでいいんです。ただ、特別委員会として今やること

ではないと思います。 

それからもう一つ、さっき小野寺さんが言った、請

願者等の意見云々かんぬんというのは、あれは今度の

法律改正の中で、通年議会ができるというのと、参考

人から意見を聞くということについては、法律でそれ

はしなさいとなっているの。あるいは通年議会ができ

るよということになっているの。そういうことなんで

す。 

だから、何も試行的に久慈市だけがやっていること

じゃなくて、当然に法に則って請願者からの意見を聴

取するということを大事にしなさいということを久

慈市議会は今しているということです。 

それから、特別委員会の設置ということにおいて、

逆に言えば、意見を聴く陳述者ですよね、識見を持っ

た人たちの意見を聞くという会はまずはできるんで

す、法律に則って。それをはしょってとにかく行動し

ましょうというのは、今の委員会の状況にはないと思

う。 

大事だというのは分かるんですけど、今ではない。

条例も定数ももう少し煮詰まって、パブリックコメン

トがある程度得れる状態になれば、しなきゃならない

かもしれないけども。 

いずれ議会報告会については、議長が必要だという

ことで、会派代表者あるいは議運にかけて、そしてや

りましょうというのであれば、これはこれでできるこ

とだから、何もここで議論しなくてもね。 

議長をしてできるということだから。繰り返すけれ

ど、任意の委員会に振り回された。今、広報部会に振

り回されたくないということなんです。 

ただ、議長が報告会をしたいということであれば、

皆さんと合議して報告会すればいいことなんです。何

もここでやる議論ではないんです。広報部会での提案

がここで決めてくれというのだから。 

○委員長（桑田鉄男君） 皆さんからこのことに対し

てご意見を聞きたいと思います。 

○砂川利男委員 何回も申し上げているとおり、久慈

市の場合は、条例先行型に考えてやったわけじゃない

ったって、結果的には条例先行型でスタートしたこと

になるわけです。 

だから、私は特別委員会を設置して手順を踏んで進

めなければならないと、特別委員会を設置する前であ

れば行動はやりやすかった。そこの違いを我々は共通

認識すべきだという意味で。 

○木ノ下祐治委員 先ほど来、るる意見が出ているわ

けだけれども、各部会がこれをとりまとめて条例を作

る。これはまったくそのとおりなわけですが、ただそ

れを取りまとめて仕上がるまでに、まだまだ相当時間

がかかるわけですよ。 

これはもう推測がつくわけですよ。なぜかというと、

定数削減の問題まで出てきているわけですから。これ

はまた全協を組まなければ定数削減はできないと。そ

うなるといつになったら議会報告が市民の皆さんに

できるのかなと。私はそういう疑念をもっているんで

すよ。 

ですから、私は広報部会のほうではいろいろ問題は

あるけれども、やはり試行という形であれ議長からの

要請であれ、いずれにしてもなんらかの形をとってい

かなければならないだろうと。だって我々の任期は後

２年しかないわけですよね。 

それを遡っていくならば、定数を削減するか分かり

ませんけれども、それまで決めるときになって、もう

先がつかえる可能性があるわけですよね、仕上がった

ときはもう。 

あなた方議員は選挙近くなって、この土壇場で何や
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ってきたのかと、４年間の中なんですよ。 

特別委員会が昨年出来上がりましたけれども、我々

はそれからもう２年経っているんですよ、当選してか

ら。 

それを考えていくならば、２年経っている。また１

年くらいかかりそうだと。３年間あなた方は何をやっ

てきたんですかということになるんですよ。私はその

ように思います。 

濱欠さんの言う意見も当然わかりますよ。全くその

通りなんです。でも、同時進行していかないと、これ

は私は大変だと思います。砂川さんの言う条例制定は

当然のことだと思うんですよ。それは当然のことです。 

でも、我々は議員として市民に対する報告の義務が

ある。それを考えるならば、同時進行でいくしかない

と考えております。以上です。 

○宮澤憲司委員 いろいろ話が出ているわけなんで

すけども、これを先行させるべきだ、そうでなくても

う一回検討しろという２つに意見があるんですけれ

ども、やはりこれはそれぞれの部会でこういうふうな

形で議会改革をしたいというふうな思いでこれを出

したわけです。 

そして、これを市民から意見を聞きながらというふ

うな、これはどこの部会でも同じだと思いますよ。広

報部会のほうでは報告会の関係もあるもんだから、ぜ

ひこれはやってみましょうということで、このとおり

やりますよというものではないと思うんですよ。各部

会もそうだと思うんですよ。 

これはやっぱり最終的には各部会の意見を持ち寄

って、市民の意見も持ち寄って、そして最終的な会議

の中で成案を、条例を作るというふうな形で進んでい

くんだと思う。 

いろいろありますよ。条例とか定数とかを巻き込ん

でやっていくという意見もあったけれども、それはそ

れとしても、やはり試行錯誤を積み重ねてということ

になれば、試行的には広報部会のこれを進めていって、

また次の部会の方は次の部会の方で考え方を持ち寄

って、最終的な条例の成案をつくるという時に喧々

諤々の意見は交わすべきであって、これを今ここで決

める前に、なんとなくここで決めるのなのか止めるの

なのか分からないような形に私には聞こえるんだけ

れども。そういうことではないと思うんですけれども。

ただやはり、これは１回市民に報告をしながら、もし

意見があって変えなければならないのであれば変え

ると、訂正するというか修正するというか、それをや

りながら最終的にはみんなに分かるような成案を作

っていきましょうということだと思うんですよ。 

ですから、私は良い悪いは別にして、今、副部会長

からの話があったように、これを１回議会報告会を兼

ねてやってみて、市民の意見を吸いながら、次の会に

こういう意見もあった、こういう意見もあったと、こ

ういう要望があったというようなものを加えながら

成案を作るような形でこれからは皆さんからやって

いただければすごくいいなといいますか、それが本当

の姿ではないのかなというふうに思いますけれども。 

○小倉建一委員 広報部会では、議会報告会・意見交

換会等の運営についての試行をやるのか。あるいは、

今のように特別委員会全体にわたる意見を聞くとい

う考えなのかどうかの趣旨はどうか。 

例えば、定数についても聞いたのをここで生かして

いくのか、そういう考えまであるのかどうかというこ

とです。 

○畑中勇吉委員 意見交換会というのは相手がある

ことですから。だから、こっちで報告は報告でするわ

けですが、市民からいろいろな意見が出てくると思う

んですよ。 

○小倉建一委員 それもここの中で出てきたのを反

映させるための目的の考えで――。 

○畑中勇吉委員 そこまでは考えてないです。そこは

幹事会なんかで連絡調整してやらなければならない

ことですから、また別なことだと思います。 

○小倉建一委員 元議長が言うのを聞いたら、そこま

でいくのかなという、みんな考えているのかなってい

う、そこを確認したかった。 

○畑中勇吉委員 そういう話ではないです。幹事会で

連絡調整してやらなければならないことで、それは私

らで決めることじゃない。 

○山口健一委員 今、やるかやらないかという問題で、

議会報告会は改革の一部として先行して報告会をや

ってみようということで、成果としては私はけっこう

いい成果があったかなというふうに思ってるんです。 

さきほど副部会長からあったように、各地域でそれ

ぞれ開いて、私はやっぱり多くの市民の意見を聞く機

会を設けて、より良いものを作っていくためには、各

ブロックで市全体で一回は試行してみたいなってい
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うふうに、やってみたほうがいいのかなっていうふう

に思います。 

○中平浩志委員 いろんな意見が出てましたけども、

最終的には委員長、何回も出てるんですけれども、多

数決でやるの。 

それとも、例えばの話、変な意味じゃないですけれ

ども、早いという人の意見と、もうやってしまったほ

うがいいという２つの意見がありますね、簡単に言え

ば。 

これを、例えばの話、今時点で多数決で決めて、決

まったからしょうがないやるかと、総意じゃなくてや

ってしまうのか。それともやっぱりなんだかんだ言い

ながらも、皆さん方の総意でという形で取りまとめる

のか、その辺どういう形に最終的に持っていきたいの

かが私自身分からないので、その辺お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） さきほどから出ているんで

すが、多数決でやるのかと。いずれいろいろ今後の特

別委員会の運営なり、いろんな部分で支障が出るんじ

ゃないかということの意見は出てます。 

あと、さきほど時期尚早、前の任意の委員会で試行

的にやったと、そういうことであれば、もう一つ出た

のは、いずれ議長がそれを条例ができていない段階で

あっても、議長が皆さんに諮って、したいということ

であればという意見も出ています。その辺を踏まえた

皆さんのご意見をいただければというふうに思いま

す。 

○中平浩志委員 私は、基本的には将来的にやらなけ

ればならないっていうのはもちろん分かっているの

で、それが早いか遅いかだけの話だと思ってます。そ

ういった部分では、いろんな意見があるんで、ある程

度妥協点っていうのかな、変な意味ではないけれども、

ある程度妥協点を見つけてやっていかないと今後進

めていく上で、ますます良い悪いって言う意見が出て

しまう部分があるのかなというふうに、私自身は感じ

ていますので、そういった部分では委員長、いろんな

意味で取り計らいをお願いしたいなというふうに思

っています。 

○下川原光昭委員 去年の11月に試行で報告会をや

って、すべての結論じゃないんですが、出席した方々

からは、是非またやってほしいという声のほうが大き

かったというふうに私は思っています。 

その中で、議会改革推進特別委員会というのが正式

に皆さんで決めたわけでありますので、いずれ条例専

門部会に先立って、報告会というのもあるのかなって

いうふうには思っています。そういう意味では、条例

ももっと頑張って基本条例を急がなければならない

のかなと。 

いずれ、私たちが自分たちを改革するんだというの

で、これを今やってるわけですから、基本条例に先行

して報告会もある姿だとと思います。 

○城内仲悦委員 早いか遅いかの話といいますが、そ

ういうふうに捉えることもあるかもしれないけども、

そうじゃなくて基本条例ができてからやるのか、改革

先行型でやるのかの違いなんです。 

私たちは改革先行型だから、やっぱりやって、市民

との接点を得ながら良いものを作っていきたいとい

う観点がさっきから副部会長から出ているので、その

観点でやっぱり合意できるんじゃないのかというこ

とで、できるだけ合意いただいて進めてほしいし。 

合意がない場合は多数決があってもいいのかなと

いう気がしますけれども。 

いずれ足踏みする問題ではないと思います。 

○濱欠明宏委員 今回、広報部会の提案だというふう

なことで、まさにそれでいいんですが、素直に受け止

めるんですが、条例部会あるいは定数部会でもこの問

題を一度議論させてもらいたい、集約に向けて、部会

としても。 

○畑中勇吉委員 そういうことは組織運営上あるっ

けか。 

○濱欠明宏委員 委員長、これは広報部会のまとまっ

た意見が出たの。それを要するに、お願いされている

んだけれども、それぞれの部会があるわけですね。 

条例には条例部会があって、基本原則をどうするか

ということで、下川原さんからも早急に作らなきゃな

らないなという話があったけれども、ただ条例部会と

しても議会報告会に出た場合に、いろんな意見が出た

ときに、すり合わせも必要なので、やっぱり一方的な

押し付けじゃなくて。 

まとめるためですよ、私が言っているのは。私はま

とめるために――。今日も我々はいまから部会がある

んですよ。そういった部会があるから、そこでもどう

なんだというところを、我々は条例部会だからね。条

例部会として、そういうことも認めながらやっていく

かどうかということも含めて、合意形成は必要だと思
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う。 

さっきも定数部会ではパブリックコメントも今は

影響を受けるから好ましくないという部会長の報告

もあったわけだし、そういったことも含めて、各部会

の意見の合意をみて進めればいいんでないだろうか。 

○定数報酬等研究部会長（髙屋敷英則君） 今の話で

誤解してほしくないのは、うちの定数部会でパブリッ

クコメントあるいはアンケートがいろんな意味でっ

ていう話をしたのは、あくまでも定数報酬部会が単独

でそれをやるかやらないかという問題で、広報部会が

そういうことをやるということを否定したものでは

ないわけです。そこは誤解のないように。 

○濱欠明宏委員 それは部会の意見なの。部会長とし

ての意見なの。部会として、今のことを受けてという

話なの。 

○城内仲悦委員 今の濱欠さんの話は組織形態を全

く無視した意見ですよ。何のために今我々は集まって

いるの。 

広報部会から提案があって、ここで議題にのったで

しょ、ここで。 

何でこれを各部会へ戻せという話があるんですか。

あなた何言ってるのよ。止めたいなら止めたいってし

ゃべりなさい、そういうふうにしか聞こえないよ。 

○濱欠明宏委員 感情論はさておいて――。 

○城内仲悦委員 感情論じゃない。組織論としてあり

えないでしょうよ。いい加減にしなさいよ、本当に。 

○小倉建一委員 例えば、条例部会で条例をいつ頃に

作って、いつの時点で条例になるのか。その後にどの

くらいで報告会をできるかというのはやっぱりお互

いに分かっていなきゃならない話になってくるなと

いう思いです。 

○木ノ下祐治委員 できないでしょう、そういうこと

は。 

○城内仲悦委員 そんなのはできないでしょう。 

○小倉建一委員 例えば、報酬・定数等については研

究だから、あるいはその後に特別委員会が終われば、

その特別委員会から出る可能性は充分にあるし、それ

で進んでいくよという話だし。条例については、期間

的には我々は今年いっぱいでまとめるよという話を

やって、あと数ヶ月で条例化の可能性が充分だから、

その辺の期間をどうみていくのかなというのはみん

なも考えてもらいたいというのは、当然条例部会でも

考えていることでしょうから、その辺の全体的な考え

も見ながら、やっぱり進めるべきだなと。 

○下川原光昭委員 広報部会では、報告会の時期をい

つ頃と見込んでいるというか、予定しているんですか。 

○畑中勇吉委員 広報部会で話をしたのは最短、一番

大事な予算、それらに出してみなければ総意でやるこ

とだから分からないんだけれども、当初予算が出され

るその市民への報告会、これを間に合わせるような形

で要綱を作って示さなければならないということで

急いだ経過がございます。 

中身でいけば、議会報が５月発行になるわけですが、

それを基にしてやるというのがだいたいの線だろう

から、そうすれば５月の議会報発行後のどこかの時期

に、間に合うようにこれを皆さんにお諮りしてやった

ほうがいいかという話でした。 

○木ノ下祐治委員 この特別委員会の成案をだいた

い12月を目途にということではなかったですか。 

○委員長（桑田鉄男君） そうです。今年中にという

ことです。 

○宮澤憲司委員 推し量っていけばだいたい分かる

だろう、いつまでにやらなければならないか。 

○条例策定専門部会長（澤里富雄君） さっき濱欠委

員から話がありましたけれども、各部会に持ち帰って

という話がありましたけども、そのためのここの全体

の会議を開いているんだと思うんですよ、幹事会を経

て、部会から出たものを。 

それから、部会は今とりあえず、私のところは特に、

個人でそう思うんですけれども、相当の広範囲に渡る

ものだから他の部会まではちょっと検討できないな

という意味もあるんですよ。 

だから、幹事会を通して、全体の会議を開いてもら

って、その都度意見を全体に関わる部分はここの場で

出してもらって、部会は着々と部会に与えられた任務

を進めていくというような方向がいいと思うんです

よ。 

何回増えてもいいと思うんですよ、この全体会議と

いうのは、案件が出たら。 

○濱欠明宏委員 日程の問題があるので、そうすると

各部会に影響するんですよ、部会の日程に現実問題は。 

我々部会がその日程を、議会報告会を優先するよう

なことになると、その下に日程を組まなければならな

くなってくる。 
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そうすると、また部会の日程を組むのに大変になる

なっていうのもある、実際は。大変だからね、我々の

条例部会も実際は。精力的にやっているわけだから。 

○条例策定専門部会長（澤里富雄君） そういう点の

心配はありますけども。 

○城内仲悦委員 日程調整はやればできることです

から、上とか下の問題じゃなくて。 

結局私が言いたいのは、広報広聴専門部会で全会一

致で決まったと。 

幹事会でも全会一致だったんですか。幹事会でもそ

ういう議論があったんですか。全会一致で決まったん

ですか。 

○委員長（桑田鉄男君） 幹事会ではこれを最終的に

決めるのは全体の特別委員会なので、そこで説明を聞

いて、じゃあこの件で特別委員会に上げましょうとい

うことでの一致です。 

○城内仲悦委員 広報広聴部会では全会一致だった

んでしょ。そういった意味では、さっきも言いました

けども、広報部会の努力にやはり敬意を表して、全体

の会議まで上がってきた段階ですから、改革先行型の

形で実施するということで合意を整わせてスタート

すべきだと思いますので、改革にストップをかけるよ

うなやり方はしないでいただきたいし、さきほど濱欠

委員から部会に戻すって話がありましたが、澤里部会

長からいりませんという話があったとおり、当然のこ

とで、それぞれの仕事で手一杯なわけですよ、皆さん。 

○濱欠明宏委員 だからそれぞれで手一杯なのよ。巻

き込むな。 

○城内仲悦委員 巻き込むとかって、これは全体で考

えるものですから、議会報告会は全体でやることです

から、巻き込むとか巻き込まないっていう問題じゃな

くて、皆さんでやらなけらばならない課題だと思うの

で。 

しかも、それは市民から意見を聞ける場が与えられ

るということですから、そういった意味では下川原委

員さんが言ったように、本当にやってほしいという意

見があるというのははっきりしてるわけですから、３

月定例会で予算が決まって、それに基づいて報告する

のは議会としてやっていく必要がある課題だと思い

ますし、この開催要綱に基づいてやっていくことが必

要だというふうに思いますので、何とか委員長そうい

う方向でまとめていただきたいと思います。 

○泉川博明委員 皆さんの意見聞きましたけれども、

この件に関しては、改革が先になるのか、また条例が

先になるのかいろいろあると思うんです。 

今回の場合は、議会報告会ということになりますけ

れども、これについては改革優先のほうがいいんじゃ

ないかなと思っております。もしまた例えば、定数の

問題にいくんだけれども、そういった場合にはやっぱ

り条例のほうが先行になるんでしょ。そこら辺をわき

まえて進めていったほうががいいんじゃないかなと。 

○砂川利男委員 何回も言っているとおり、繰り返し

になるんですけれども、久慈市の場合は条例先行型で

スタートしたという認識があるなしに関わらず、結果

的にそうなって動いたと思う。 

議会改革先行型で行くのであれば、今の議論は熱く

する必要がないと思う。 

それにも関わらず、なぜそんなに議会報告会、市民

との報告の場を設けるのが、特別委員会が条例先行型

で進めるのをみんなが認めた形で進めておきながら、

今頃になってなんでそんなに急がなければならない

のかという大義がどこにあるか理解できない。 

やっぱり組織なり行政に関わることというのは、や

りづらいのが組織だと思う。ですから、自分らが認め

たものの手順だけはきっちり踏んだ上で実施しても

らいたい。 

それをそうじゃなく先行してやらなければならな

いんだというのであれば、それを思う人達だけで試行

やってみればいいじゃないかなというのが私の意見

です。 

○小野寺勝也委員 今の条例先行型という、そういう

集約で、そういうのを前提ということでは私の記憶で

はないんです。 

○委員長（桑田鉄男君） 皆さんからいろいろご意見

をいただきました。ただやっぱり方向とすれば、やる

ことそのものについてはだめだということではない

なと。 

例えば、時期の問題であったり、方法の問題という

ことなのかなと、そういうふうに思っていました。今、

副委員長とも相談したんですが、この件につきまして

は、熟議をいただくという意味で再度、来週皆さま方

にはご足労をかけるんですが、特別委員会を開催して

ご議論をいただくことにしたいと思います。 

○宮澤憲司委員 そういう話でいつも次、次って言っ
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たって、本当にそれが次に決まる保障があるかな。ち

ゃんと書類を見てきて、その中で話をしているんです

よ。 

○小野寺勝也委員 来週再度やって、集約できるか、

合意形成できるかはやってみなきゃわからないわけ

ですが、しかし、今日のこの議論を踏まえて、それぞ

れの意見を出してもらったわけだけれども、自分の意

見も含めて、それぞれ考える時間を一回は設けたいと

いうことで、来週に再度協議して、できればその場で

集約する方向で進めたいというふうに思います。 

○濱欠明宏委員 委員長、参考のためにお聞かせいた

だきたいんですけれども、報告会と意見交換会の種類

が２つあると。地区別報告会と意見交換会。（2）に

分野別報告会と意見交換会。地区別については班編成

は、広報広聴専門部会委員、所属常任委員会、所属会

派、当選回数を考慮して広報部会において協議して議

長が決めるとなっているわけですけれども、これは将

来的には議会は条例を作って、要綱の段階では部会は

なくなると思うんだけれども、今これは試行的だから

こういうことなんだろうけれども、将来的にはこの要

綱が生きないなと、要するに広報広聴専門部会とか条

例部会とかなくなるわけだから。そういった場合に、

どういうふうに決めようとしているのかということ

と、分野別報告会と意見交換会があるんだけれども、

班の編成構成っていうのは、班は常任委員会単位だよ

と。そして、班の代表者は常任委員長だよということ

で、対象者は各種団体云々って書いてるんだけれども、

そうすると、この地区別報告会と分野別報告会を広報

部会としては近々にやりたいと思っているのかとい

うのと、それから、常任委員に報告しなさいという一

つの形になるんだけれども、常任委員会あなた方が分

野別報告会をやりなさいという踏み込んだ内容にな

っているなと思っているんだけれども、その辺の考え

方を聞かせてください。 

○畑中勇吉委員 最初の部分はこれからのことだか

ら、広報広聴でどういう形が将来的にどういう段階で

それぞれ動くかということで。 

その部分については試行的にやって、これから固め

ていけばいいんじゃないですか。私一存でまだそこま

で話していないこというわけにもいかないし、広報部

会でそれらについてもこれから考えていきたい。 

○濱欠明宏委員 そうすると、具体的なことについて

の質問については、答弁できる状況にないということ

と合わせて、これを見ると、広報広聴専門部会が議長

と決定するような仕組みをとりあえず作ってるわけ

です。 

私は端的に将来、条例ができたときにはこの部会は

なくなるわけだから、そういったことは後で考えれば

いいことで、いずれ今は広報部会の地区別報告会につ

いては、私どもに一任していただきたいという内容な

の。 

○畑中勇吉委員 試行する中で方向付けを。これは北

上でも会津でも条例の中に盛られた要綱だと思うん

ですよ。 

○濱欠明宏委員 思うんですよじゃなくて、じゃあ北

上に聞けばいいの。 

○畑中勇吉委員 それを精査して私のほうで要綱案

を作ったということで、北上のは同じような中身で条

例に盛られた中身がその内容なわけです。 

○濱欠明宏委員 そうすると、北上では基本条例を作

ったほかに、広報広聴部会とか各部会があるというこ

と。何々部会があるの。 

○畑中勇吉委員 私が取り寄せてるのは、条例を取り

寄せてないから。報告会の要綱を取り寄せて勉強させ

てもらってましたので。 

○濱欠明宏委員 それ以上の踏み込んだことは北上

に聞けっていうこと。 

○畑中勇吉委員 私のほうで意見が出されたことに

ついては勉強させてもらったりして、方向付けを広報

部会で詰めていきたい。 

○濱欠明宏委員 委員長、そしたら来週やるというこ

とだから、もうちょっとこの中身を勉強してて教えて

もらえばいいですね。 

○畑中勇吉委員 急いで要綱をまとめて、実は北上市

議会のほうについても実施の詳細に分からない部分

については、改革の主要メンバーに電話して聞いたり

したんですが、まだ抜けている部分があると思うので、

皆さんの指摘をいただきながら、私と藤島部会長とそ

この回答できない部分は話し合っていない部分です

から。 

だから、広報部会で詰めをしながら、方向付けなり

今後のことをきちんと出していきたいです。 

○委員長（桑田鉄男君） さきほど話をしましたとお

り、いずれ話が出ましたように、来週再度委員会を開
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催し、協議をいただくことにしたいと思います。 

○宮澤憲司委員 来週やることになりましたけれど

も、来週にはきちんと答えを出すような形で指導して

いただければと思います。 

○城内仲悦委員 今回の委員会は入り口論で終わっ

てしまったよね。 

結局、中身を何も議論しないで、基本条例ができて

からとか改革しながらとか入り口論で終わっちゃっ

たの。 

次の委員会ではそういう議論じゃなくて、きちんと

中身の議論する形でやっていかないと同じことの繰

り返しにしかならない。やっぱり議論することを要請

しておきます。 

○濱欠明宏委員 今、城内さんから入り口論というこ

とだけれども、実際に特別委員会は４回目になって具

体的な各部会の内容が示されたってことは初めての

特別委員会だと。 

その中でこれからの方向性という意味では、さっき

事務局が言った改革先行、条例先行という方向性を含

めて大事な議論なんです。 

これは入り口論ではないんです。これは本質論です。

そこのところを委員長勘違いしないようにお願いし

ます。 

○委員長（桑田鉄男君） それでは、来週の17日、午

前10時に特別委員会を開催したいと思います。招集通

知の案内は出しますが、そういうことでお願いしたい

と思います。 

本日は、以上で散会したいと思います。 

 

午後０時２分  閉会 
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